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 災害時における生活物資の供給等に関する協定書 

 

栗東市（以下「甲」という。）とパナソニック ホールディングス株式会社（以

下「乙」という。）は、災害時における生活物資の供給等に関し、次のとおり協

定する。                         

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、栗東市域で災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条

第１項第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害時」という。）に、甲及び乙が相互に協力し、被災者に迅速かつ円滑に生

活物資（以下「物資」という。）を供給及び運搬できるよう必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請）  

第２条 甲は、災害時において、物資の確保を図る必要があると認めたときは、乙

に対してその保有する物資の供給について物資供給要請書（別記様式第１号）に

より要請することができる。 

ただし、緊急を要する場合には電話またはメール等で要請し、後日速やかに通

知するものとする。 

（物資の供給等）  

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、甲に物資を供給する

ものとする。 

２ 乙が甲に提供する物資の範囲は下記に掲げる物資とし、備蓄量について別記様

式第２号の通りとする。 

 （１）乾電池（単一・単三・単四） 

 （２）乾電池式モバイルバッテリー 

 （３）ＬＥＤランタン 

３ 前項に掲げる物資について、一定の保存期間が過ぎ老朽化が認められる場合は、

乙が物資の入れ替えを行うものとする。 

 （物資の保管場所） 

第４条 物資の保管場所及び受け渡し場所（別記様式第３号）は乙が指定する場所

とする。 

 （物資の受渡し及び運搬） 



第５条 物資の受渡し場所は乙が指定する場所とし、受渡し場所から物資を被災者

に届けるまでの運搬については甲が行うものとする。 

（費用の負担）  

第６条 物資の供給に要する運搬費用は、甲が負担するものとする。 

２ 第３条第２項に掲げる物資は、乙が負担するものとする。 

 （受け渡し連絡先等） 

第７条 この協定を円滑に運用するために、甲乙双方の連絡先（別記様式第４号）

及び備蓄先事業会社の連絡先（別記様式第５号）を定めるものとする。ただし、

期間の途中において内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するもの

とする。 

（訓練の参加） 

第８条 乙は、この協定による協力活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練に必

要に応じて参加するものとする。 

（協定の効力） 

第９条 この協定の効力は、この協定の締結の日から生じるものとし、甲又は乙が

書面をもってこの協定の終了を相手方に通知しない限り、継続するものとする。 

（規定外事項） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項につい

ては、甲、乙協議の上決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自そ

の１通を保有する。 

令和  年  月  日  

 

（甲）所  在  地   滋賀県栗東市安養寺一丁目 13 番 33 号 

名     称   栗東市 

代表者職氏名   栗東市長 竹村 健 

    

（乙）所  在  地   大阪府門真市大字門真 1006 番地  

名     称   パナソニック ホールディングス株式会社 

代表者職氏名     執行役員 三島 茂樹 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係）  

年  月  日 

 
パナソニック ホールディングス株式会社 

 
 様 

 
  栗東市長        ㊞  

 
災害時における生活物資の供給等に関する物資供給要請書 

 
災害時における生活物資の供給等に関する協定書第２条の規定により、下記のと

おり生活物資の供給等を要請します。  
 

記 
 

受渡希望日時 
 
 

受渡場所 
 
 

物資品目 

及び数量 

 
（１）乾電池 

  ➀単一  本   ②単三  本  ③単四  本  

 
（２）乾電池式モバイルバッテリー    個 

 

（３）ＬＥＤランタン          個   

 

その他 

 
 
 

要請担当者及び連絡先（                      ） 



 

別記様式第２号（第３条関係）  

           

生 活 物 資 備 蓄 量 

 

（１） 乾電池（単一）  8,000 本 

 

（２） 乾電池（単三）  12,800 本 

 

（３） 乾電池（単四）  8,000 本 

 

（４） 乾電池式モバイルバッテリー 200 個 

 

 （５）  ＬＥＤランタン        200 個 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

別記様式第３号（第４条関係）  

 

 

生活物資の保管及び受け渡し場所 

 
法人名 住所 拠点別備蓄量 受け渡し責任者 

パナソニック ハウジ

ングソリューションズ

株式会社 栗東工場 

栗東市出庭１９ （単一）8,000 本 
（単三）12,800 本 
（単四）8,000 本 
ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ 200 個 
LED ﾗﾝﾀﾝ     200 個 

人事総務課長 

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第４号（第７条関係）  

 

災害時の連絡体制について、甲乙間の連絡は原則として、以下に記載の連絡先を

窓口として行われるものとする。 

 

甲（栗東市） 

住 所 連絡責任者 電 話 ＦＡＸ 

栗東市安養寺一丁目

13 番 33 号 

栗東市役所 危機管理局

危機管理課長 
077-551-0109 077-518-9833 

 

 

乙（パナソニック ホールディングス株式会社） 

住 所 連絡責任者 電 話 ＦＡＸ 

栗東市出庭１９ 

パナソニック ハウジング

ソリューションズ株式会社 

栗東工場 
人事総務課長 

077-552-0405 077-552-0406 

 


